
平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

八

号

人
事
院
資
料
及
び
勧
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

篠

原

�
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人
事
院
資
料
及
び
勧
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
維
新
の
党
の
給
与
法
に
関
す
る
勉
強
会
で
、
人
事
院
よ
り
資
料
「
人
事
院
勧
告
に
つ
い

て
」
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
資
料
の
「
国
税
庁
『
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
』
に
よ
る
民
間
給
与
と
国
家
公
務
員
給
与
に
つ

い
て
（
平
成
二
十
六
年
）
」
に
お
い
て
、
国
税
庁
調
査
（
勤
続
二
十
〜
二
十
四
年
の
階
層
・
男
性
）＝

六
七
〇
�
八
万
円
、

国
家
公
務
員
（
平
均
経
験
年
二
十
二
�
〇
年
）＝

六
六
一
�
八
万
円
と
い
う
数
字
の
官
民
給
与
比
較
を
も
っ
て
「
国
税
庁
調

査
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
の
平
均
と
同
程
度
の
勤
続
年
数
の
階
層
の
男
性
の
給
与
水
準
（
年
間
給
与
）
を
み
る
と
、
国
家

公
務
員
と
同
程
度
と
な
っ
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
資
料
、
両
者
の
給
与
の
比
較
範
囲
に
つ
い
て
、
国
税
庁
調
査
に
お
い
て
は
所
得
税
法
上
の
非
課
税
の
手
当
以
外
の
全
て

の
給
与
を
対
象
と
し
て
お
り
、
一
方
の
国
家
公
務
員
給
与
は
、
所
得
税
法
上
の
非
課
税
手
当
に
加
え
て
、
課
税
対
象
で
あ
る

超
過
勤
務
手
当
を
含
む
四
手
当
の
給
与
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
対
象
と
す
る
手
当
の
範
囲
が
異
な
る
も
の
を
比

較
し
、
給
与
水
準
を
同
程
度
と
結
論
づ
け
る
に
は
適
切
な
資
料
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

政
府
見
解
を
問
い
た
い
。

二

人
事
院
に
、
国
税
庁
調
査
同
様
、
給
与
の
範
囲
を
非
課
税
分
以
外
の
全
て
の
手
当
を
対
象
と
す
る
給
与
調
査
デ
ー
タ
は
存

一



在
す
る
か
。

三

二
の
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
人
事
院
は
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
作
成
し
た
資
料
を
元
に
官
民
比
較
を
行
う
べ
き
で

は
な
い
か
。
ま
た
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
人
事
院
が
行
う
給
与
の
官
民
比
較
は
、
今
後
、
国
税
庁
同
様
、
所
得
税
法
上
の
非
課

税
分
以
外
の
給
与
を
元
に
比
較
し
、
勧
告
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
と
対
策
を
問
い

た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


